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Ｑ５８　法人の代表者に変更が生じましたが、手続きは必要ですか？
Ａ５８　手続きは不要です。

Ｑ５９　法人が移転しました。手続きは必要ですか？
Ａ５９　「共済契約者氏名等変更届、共済契約証書再交付申出書」で届出てください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【電子届出システムについて】
Ｑ６０　電子届出システムを利用したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか？
Ａ６０　機構あてに「退職共済電子届出システム利用登録書」をご提出ください。

Ｑ６１　電子届出システムを利用するにあたり、登録したメールアドレスを変更する場合、どのよ
うにしたらいいでしょうか？

Ａ６１　メールアドレスの変更については、「ＷＡＭ　ＮＥＴ利用機関用届出書」を送りいただく必
要がございます。届出書はログイン画面よりダウンロードできますので、ご作成のうえ、退
職共済課までお送りいただきますようお願いいたします。

Ｑ６２　電子届出システムで掛金納付対象職員届を提出する際、提出後はシステム上で内容を訂正
出来ないと聞きましたが、修正する際はどのようすればいいのでしょうか？

Ａ６２　「掛金届提出」ボタンを押すまでは、電子届出システムにて入力内容を訂正することができ
ますが、「掛金届提出」ボタンを押し「提出完了」となった以降については、システムにおけ
るデータ保持及び処理の関係上、電子届出システムでの入力内容訂正はできません。�
　「提出完了」後に入力の誤りにお気づきになられた場合は、電子届出システムより「訂正依
頼文書」をダウンロードいただき、訂正事項を記載のうえ、退職共済課あてにご郵送くださ
いますようお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【その他の退職共済制度について】
Ｑ６３　説明に出てくる賦課方式とは何ですか？
Ａ６３　その年度に必要となる退職手当金の支給財源を、現役加入者の掛金で賄う方法を言います。

積立方式ではないため、個々の掛金額の積立概念はありません。

Ｑ６４　福祉医療機構の退職共済掛金は、退職給付引当金に計上するのでしょうか？
Ａ６４　福祉医療機構（以下、機構）の退職共済掛金は、退職給付引当金の対象とはなりません。�

　退職手当という名称で「当該法人が」将来退職する職員に支給すべき労務債務については、
該当事業年度に負担すべき額を退職給付引当金繰上として費用計上し、その残高を貸借対照
表に退職給付引当金として負債計上することとされています。�
　機構の退職金制度は、退職手当として支給すべき金額を加入者の間で共済する制度で、退
職者には同制度から「直接」退職手当給付金が支給されます。�
　したがって、退職者に支給する退職手当のうち、退職共済制度から支給される分については、
法人の労務債務にはならないことから、機構の退職共済掛金は、退職給付引当金の計上対象
とはなりません。
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Ｑ６５　現在、運営している保育所を学校法人に事業譲渡し、幼保連携型認定こども園を運営する
予定ですが、退職共済制度の取り扱いはどうなりますか？

Ａ６５　現状においては、契約対象を社会福祉法人に限っていますが、幼保連携型認定こども園の
設置を目的に委譲する場合は、学校法人についても契約対象とします。�
　共済法では、社会福祉法人が機構と退職手当共済契約を締結し、その経営する共済契約対
象施設等に従事する職員の退職手当給付を行う制度となっており、幼保連携型認定こども園
への移行に伴う事業譲渡等により、施設の経営主体に変更が生じることから、以下の経過措
置が設けられています。�
①�　社会福祉法人が経営する共済契約対象施設等であった保育所等を学校法人が経営する場
合に関する経過措置幼保連携型認定こども園を設置するため、社会福祉法人から学校法人
に保育所又は幼稚園の設置主体が変更される場合において、当該社会福祉法人の使用して
いた職員が退職手当共済契約の被共済職員であった場合、当該職員に関し、当該学校法人
を機構と退職手当共済契約を締結することができる経営者とみなします。

　　� ②�　学校法人が経営していた保育所等を退職手当共済契約を締結している社会福祉法人が経
営する場合に関する経過措置社会福祉法人の経営する保育所又は幼稚園及び幼保連携型認
定こども園に従事する職員のうち、学校法人に使用されていた者については被共済職員で
ないものとすることができます。

　　　�　�なお、幼保連携型認定こども園に係る経過措置の対象となるケースについては、次ページ
からの参考資料についてもご覧ください。
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【参考資料】幼保連携型認定こども園に係る経過措置の対象となるケース
①�　経過措置政令の公布の際現に設置されている幼稚園及び保育所から構成される旧幼保連携型認定こ
ども園であって、施行日の前日までに事業譲渡を行い、みなし認可を受けるケース

②�　経過措置政令の公布の際現に設置されている幼稚園又は保育所であって、施行日の前日までに事業
譲渡を行い、旧幼保連携型認定こども園の認定を受け、みなし認可を受けるケース

一部改正法（及び整備法）の
施行日（H27.4.1）

保育所
WAM共済

旧幼保連携型認定こども園

幼稚園
私退共済

社会福祉法人 学校法人

保育所
WAM共済

旧幼保連携型認定こども園

幼稚園
私退共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

旧幼保連携型認定こども園

幼稚園
私退共済

学校法人

経過措置政令第６条第３項・第４項が適用
（※２）

学校法人から

社会福祉法人
に幼稚園を譲渡

社会福祉法人
から学校法人に
保育所を譲渡

保育所由来職員

WAM共済

みなし幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

社会福祉法人

保育所由来職員

WAM共済

みなし幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

学校法人

経過措置政令第６条第13項・第14項が適用

一部改正法附則第３条第１項に
よるみなし認可

※２：学校法人が保育所の経営を開始する日の前日においてWAM共済の対象であって、当該経営を開始する日にWAM共済の申込みを行うことが必要（上記の
図では保育所が対象となっているが、WAM共済の申出施設等となっている幼稚園も対象となる。）。

経過措置政令第７条第２項が適用（※１） 経過措置政令第７条第７項が適用（※１）

※１：社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで学校法人に使用され、幼稚園・みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者
に限る（上記の図では幼稚園が対象となっているが、給付事業の対象となっている保育所も対象となる）。なお、給付事業を継続せずに、幼稚園・みなし幼保
連携型認定こども園をWAM共済の共済契約対象施設等とすることも可能（ただし、教職員の在職期間の通算は不可）。

○ＷＡＭ共済：
独立行政法人福祉医療機構による
社会福祉施設職員等退職手当共済

○私退共済：
私立学校退職金団体による
退職手当資金給付事業

 

一部改正法（及び整備法）の
施行日 （H27.4.1）

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

旧幼保連携型認定こども園

幼稚園
私退共済

社会福祉法人

学校法人から

社会福祉法人
に幼稚園を譲渡

一部改正法附則第３条第１項に
よるみなし認可

保育所由来職員

WAM共済

みなし幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

旧幼保連携型認定こども園

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所由来職員

WAM共済

みなし幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

学校法人

社会福祉法人
から学校法人に
保育所を譲渡

経過措置政令第７条第２項が適用
（※１）

※２：学校法人が保育所の経営を開始する日の前日においてWAM共済の対象であって、当該経営を開始する日にWAM共済の申込みを行うことが必要（上記の
図では保育所が対象となっているが、WAM共済の申出施設等となっている幼稚園も対象となる。）。

※１：社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで学校法人に使用され、幼稚園・みなし幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者
に限る（上記の図では幼稚園が対象となっているが、給付事業の対象となっている保育所も対象となる）。なお、給付事業を継続せずに、幼稚園・みなし幼保
連携型認定こども園をWAM共済の共済契約対象施設等とすることも可能（ただし、教職員の在職期間の通算は不可）。

経過措置政令第６条第３項・第４項が適用
（※２）

経過措置政令第７条第７項が適用（※１）

経過措置政令第６条第13項・第14項が適用
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③�　経過措置政令の公布の際現に設置されている幼稚園又は保育所であって、施行日の前日までに事業
譲渡を行い、一部改正法の施行日以後、幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けるケース

④�　経過措置政令の公布の際現に設置されている幼稚園又は保育所であって、施行日以後、事業譲渡を
行い、当該幼稚園又は保育所を運営した後、新幼保連携型認定こども園の認可を受けるケース

一部改正法（及び整備法）の
施行日（H27.4.1）

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

幼稚園
私退共済

保育所・幼稚園

学校法人から

社会福祉法人
に幼稚園を譲渡

保育所由来職員

WAM共済

幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

学校法人

幼稚園
私退共済

保育所・幼稚園

保育所由来職員

WAM共済

幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

学校法人

社会福祉法人
から学校法人に
保育所を譲渡

改正認定こども園法第１７条第１項
の設置の認可

経過措置政令第７条第１項
が適用（※１）

※２：学校法人が保育所の経営を開始する日の前日においてWAM共済の対象であって、当該経営を開始する日にWAM共済の申込みを行うことが必要（上記の
図では保育所が対象となっているが、WAM共済の申出施設等となっている幼稚園も対象となる。）。

※１：社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで学校法人に使用され、幼稚園・幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者に限る
（上記の図では幼稚園が対象となっているが、給付事業の対象となっている保育所も対象となる）。なお、給付事業を継続せずに、幼稚園・幼保連携型認定
こども園をWAM共済の共済契約対象施設等とすることも可能（ただし、教職員の在職期間の通算は不可）。

経過措置政令第６条第１項・第２項
が適用（※２）

経過措置政令第６条第９項・第10項
が適用

経過措置政令第６条第５項・第６項
が適用

経過措置政令第７条第５項
が適用（※１）

経過措置政令第７条第３項
が適用（※１）

 

一部改正法（及び整備法）の
施行日（H27.4.1）

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人

幼稚園
私退共済

保育所・幼稚園

学校法人から

社会福祉法人
に幼稚園を譲渡

保育所由来職員

WAM共済

幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

社会福祉法人

保育所
WAM共済

学校法人

幼稚園
私退共済

保育所・幼稚園

保育所由来職員

WAM共済

幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

学校法人

社会福祉法人
から学校法人に
保育所を譲渡

改正認定こども園法第１７条第１項
の設置の認可

経過措置政令第７条第４項
が適用（※１）

※２：施行日の前日から学校法人が保育所の経営を開始する日の前日までの間、WAM共済の対象であって、当該経営を開始する日にWAM共済の申込みを行
うことが必要（上記の図では保育所が対象となっているが、WAM共済の申出施設等となっている幼稚園も対象となる。）。

※１：社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで学校法人に使用され、幼稚園・幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者に限る
（上記の図では幼稚園が対象となっているが、給付事業の対象となっている保育所も対象となる）。なお、給付事業を継続せずに、幼稚園・幼保連携型認定
こども園をWAM共済の共済契約対象施設等とすることも可能（ただし、教職員の在職期間の通算は不可）。

経過措置政令第６条第７項・第８項
が適用（※２）

経過措置政令第６条第９項・第10項
が適用

経過措置政令第７条第５項
が適用（※１）
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⑤�　経過措置政令の公布の際現に設置されている幼稚園又は保育所であって、施行日以後、事業譲渡を
行い、新幼保連携型認定こども園の認可を受けるケース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【制度改正（平成２８年４月１日施行）関連】
Ｑ６６　退職手当共済制度で「公費助成」という言葉をよく聞きますが、公費助成とは何でしょうか？
Ａ６６
�（１）公費助成とは、退職手当共済制度における退職手当金支給財源として支出されている国及び

都道府県からの補助をいいます。当制度における支給財源は、原則として、国、都道府県及
び共済契約者の３者負担となっています。

�（２）ただし、特定介護保険施設等職員（制度改正に伴う経過措置により、引き続き公費助成のあ
る者を除きます）及び申出施設等職員に係る支給財源については、国及び都道府県の補助は
なく、共済契約者の掛金のみで賄われています。

　　※�これまで、公費助成の対象となる「社会福祉施設等」に位置付けられていた障害者総合支援
法等に関する施設・事業（障害児に係る施設・事業を含みます。以下「障害者支援施設等」と
いいます。）は、「特定介護保険施設等」に位置付けが変わりました。

一部改正法（及び整備法）の
施行日（H27.4.1）

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人 保育所由来職員

WAM共済

幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

学校法人

社会福祉法人
から学校法人に
保育所を譲渡

幼稚園
私退共済

学校法人

保育所
WAM共済

社会福祉法人 保育所由来職員

WAM共済

幼保連携型認定こども園

幼稚園由来職員

私退共済

社会福祉法人

学校法人から

社会福祉法人
に幼稚園を譲渡

改正認定こども園法第１７条第１項
の設置の認可

経過措置政令第７条第６項
が適用（※１）

経過措置政令第６条第11項・第12項
が適用（※２）

※２：施行日の前日から学校法人が幼保連携型認定こども園の経営を開始する日の前日までの間、保育所がWAM共済の対象であって、幼保連携型認定こども
園の経営を開始する日にWAM共済の申込みを行うことが必要（上記の図では保育所が対象となっているが、WAM共済の申出施設等となっている幼稚園も
対象となる。）。

※１：社会福祉法人に使用されることとなった日の前日まで学校法人に使用され、幼保連携型認定こども園の業務に常時従事することを要する者に限る（上記の
図では幼稚園が対象となっているが、給付事業の対象となっている保育所も対象となる）。なお、給付事業を継続せずに、幼保連携型認定こども園をWAM共
済の共済契約対象施設等とすることも可能（ただし、教職員の在職期間の通算は不可）。

 
 

 

  （改正法施行前）                （改正法施行後） 

   ① 社会福祉施設等                ① 社会福祉施設等 

      … 保育所、障害者支援施設等 など         … 保育所 など 

   ② 特定介護保険施設等              ② 特定介護保険施設等 

      … 特別養護老人ホーム など            … 特別養護老人ホーム、 

                                障害者支援施設等 など 

   ③ 申出施設等                  ③ 申出施設等 

      … 介護老人保健施設 など             … 介護老人保健施設 など 




